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l 我々会員は、不動産の丞要性と専門家としての社会的使命を強く自覚し、ここに倫理li綱� f 

l	 l領を制定し、その実践を通して、国民の信託にこたえることを誓うものである。� 

!1 我々会員は 国民の武重な財産 的れ樹ω 誇りと責任をもって社会に貢献� 1 
l する。� j

! 2 我々会員は依脳と地域社会の信頼にこ山ょう�  jiIに人格と専門f岬の向上に� [ 

1 努める。� 

1 3 我々会員は間的公正な]山実現に努める。� 1 
1 4 我々会員は、依頼者のために、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。� I 
J 5 我々会員は、業界発展のため、業者間の相互信頼に基づく親密な協力によって業界秩� [
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@雇主〉
重要事項説明書の留意点、高齢化で焼雑化する不動産実務について学習!
 

-3時間余の濃密研修を受講~


今年度の第� 1111 1宅建業者研修会が9) J10日午後、 奈良市の 「なら100年会館」を会場にして聞かれ、

残斡が厳しい '1 1 、 約80~1の会只が熱心にメモを走らせました。

今|叫は 

①� f事例から苧:ぶ重要:bJ f.J}'l説|り1111:作成のf目立.'，'.(j (講師:ずr-~!i1 て| : i11i川 佳子氏)

②『ノンフィクション 不動産事業におけるJ~-体的 IJi齢化事田宗とその解決法j 

(講師:行政i1i:士王チ|二位裕氏)


の2題。


~より良い不動産業界ヘ~ 会長挨拶
肢田研修指導委只の司会の下、開会の辞に立った{III

W131i jの;:l]:in)例から学ぶ重姿事項説jTP:今回は� 

、1 1
1'山研修指導委.l.-1長は、「宅建業界多事多難の

や既に現実となっている課題の平例検証として 『ノン

フィクシヨン 不動産事業におけるJL体的山齢化ZjLgk:とその解決法jの2題を川1ました。「丞要事項の

説rVJ 1において、霊安な地位を Iliめるものであ り、その説明如何によ っては紛争に繋がは、日常業務の1'1

る恐れがあるので、しっかりと勉強して今後の業務に活かして欲しいJと強制しました。

また、吉村会長からは昨今の業界のifUJきを説明する一方、「地域に若干り添い、生前サポートのパートナー

になるように、我々のハトマークグループ10年後の理想の姿を築いていく」と力説するとともに、ドI ~
成31年度の税flilJ改正や土地住宅政策に|則する要望事項を取り縦め、|主l会議只や|ま|土交通省へ働きかけ、

らせした11より良い不動産業界へと導いていくところだ。これについて何か動きがあれば会長皆様へおま

い」と激励しましfこ。

吉村会長



~ご存知ですか?乙こがトラブルの分かれ目 1- 高川講師

まず初めに登壇したのは、日石川講師。f事例から学ぶ重姿事項説明主jJ作

成のf7115:点jについて、テキストを用いて説明をしてTfiきました。

平成30年4月� l白から建物状似調査 (イ ンスペクション)制度が開始さ

れ、宅地建物取引業法も改正された。これに伴い 『重要事項説明書jの件

式も改正されており、宅地建物取引に係る紛~，・のうち、重要事項説明告:に

関連するものが多くを占めているので、紛争を凶避するためにも、最新の

告:式を利用していこうと呼びかけました。

まず、� Iつ円の事例として、売主業者が重要事項説明義務を負わないと

誤認し、元付業者に重要事項説明を任せきりにした事例には、売主業者にも説明百任があるので、事前

にその重要事項説明の内容をチェックするとか、説明が難しい場合は、資料を手に入れて確認するなど

のチェックする必要があると力説。

また、重姿事項説明を契約締結直前に行った場合の事例については、� hiJi客から2234事項説明を受けた

記憶がないと主張されるケースが考えられるので、取引の相手方が取引物件の権利関係や取引条件を理

解、検討し、立思決定の後に契約締結と 、r.m致:E li-項説Ilj JJ と� f契約締結jとの1111にはある程度のI::J隔

を設けるのが望ましいと解説して頂きました。

さらに、法令上の税ililJによって貸主 ・借主が予定 していた用途では宅地・建物を利用することができ

高川講師

介業者が多傾の賠償請求を受けるケースが増えているこ'1'1賃貸人、あるいはないことが原因で、ヲ己主 ・� 

とから、用途地域内の建築物の制限に逃反する賃貸借契約を仲介した宅建業者の責任が認められた事例

も分かりやすく説明して頂きました。

~高齢社会は既に到来している~ 玉井講師

医学の進歩ーと栄義状態の改持により 、日本人の平均芳命は大きく� 111]び、
男女ともに80歳を超えるまでになり、すっかり日本は高齢化社会となった

今Uでは、我が不動産業界にも“高齢化"の波がやってきて不!fUJ産管理を

より、事例に基づきスm講r.1: ;1している地主や家主の附りごとについて、玉� 

クリーンを利JTJ し f~干説して ]頁きました。

まず、認知l症を忠った高齢者� (A氏)の配偶者(故人)所有する不動産

について、相続関係にない甥から建物を解体するから賀川を捻出して欲し

いとの1j3山があった場合、どのように対処するか。関係者・の高齢化は、椛

利関係の複雑さに反比例し、事案解決能力が京退すると説明されました。� 

i泣いて、貸主� (8氏) と{背主� (C氏)との土地の賃貸伶契約を締結し、相続の関係で� (0氏)が{11-主

とな ったが、容体がf41変し判断能力を失った。 しかも 、裂や子供などの予定相続人がなく頼る相手は友

人しかいない場合、 『不動産のゆくへjはどうなるのか。仙地権者や相続承継人は誰になるのかと� IIIJ題

提談。このような利作関係者が山齢化で判断能力がなくなった場合や権利関係が複雑化になった場令に

備え、土地借地権はどうなるのか、 ITI~が原状回似して返逃するのか等の不安への予防対応が必要だと強
調しました。

この他、 円満なt'"(貸住宅関係と円満な退去に向けて、事務委任や任13:後j-t!.契約、Z j ;後司j.務委任につい

ても分かりやすく説明して頂きました。

玉井講師

研修会を受講された方に、今後の良い研修会を開催するため、アンケートを実施しました。ご協力有

難うございました。

(月)に、粧版文化会館(桓ー� 113月12なお、来る� 

加下さい。

故後に、閉会の辞を三木同副委員長にしていただき、1Vf11多会を燕事終了することができました。

原市)にて、研修会をIJf.J催しますので、有ってご参

円
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電極主〉
平成30年度第1回相談業務委員研修会を開催


~保証協会中央本部堀内部長による講演~

平成30i l伎の第� l凶中"談業務委11研修会が、去る� 8 ::' J-J611 (け)、奈良県宅建会館� 31情会議室におい

て開催されました。

今回は、諮問lに公益社卜j 人全固定地建物取引業保証協会11'央本部の技1¥1人j崇弘部長にお越しいただき 、i 'lit
相談貝の心構えと対応についてご誹uいただきました。� 

"r'VJl、保ITiE協会の組織概裂や業務|人j特について説明があり、続けて本論となる相談業務においては、

受付-から苦情解決・弁i汚染坊の流れの他、相談対応における北本姿勢について解説がありました。また、

相談対応におけるトラブルギ例についてもご桁介JYiき有意義な研修会となりました。

if

今後と も、相談業務委ii一問、相談業務の光災と 円I'Iな案件処理に努めてまいりますので、会員の特

様方には相談業務に対してー照のご協) Jをお願い放します。

'f

堀内講師 研修会の模様

不動産実態調査に係る研修会を開催
 
~事前審査・ 実態調査の方法について研修~


平成30年度の不動産実態調査に係る研修会が、去る1 0月511、当協会 「 においてIJJ奈良県宅建会釘u f.

f佳されました。

当Hは、� (公社)近畿地区不動産公正取引協議会の事務J"jより、話ir.iliとして、河野謀長補佐をお招きし、

毎年実施される官民合|ロl不動産広行災態調査の尖施方法や住なよう、について、説明 していただきました。

また、調査11の方々に広作例を基にして、~r.忠誠!査報告・i l j:に記入していただくとともに、報告書の添 

fi lJも行いました。

今後とも 、 制査員一問、不当表示の|りj止及びm~'(者の似設に努めてまいりますので、会 Hの皆様方に
は、調査員に対してー!??のご協力をお]，YJiい致します。

河野講師 研修会の模様

円
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第3回理事会・幹事会報告
第3回理事会 ・幹事会が 6)125二11(月)、「ホテル日航奈良」にて開催されました。� 

[報 告 事項]

。平成30年度会費納付状況について

納付率70%との報告がありま した。
。生駒市の空き家流通促進に関する協定書の締結について

協定舎を締結し、取組みをスター トさせた旨の報告がありました。� 

~ rなら健康・省エネ住宅を推進する県民会議Jについて

設立趣旨に賛同 し、発起人になることとした旨の報告がありました。� 

Oその他

なし� 

[決議事項]
。新規入会者の承認に関する件

正会員� 7件の入会が承認されました。� 

-会員数� :888 [正会員(本町):813、準会只 (支庖):75] ※� 6月13LI現在
。平成30年度~3 1 年度各委員会委員等の委嘱に関する件

各委員会委只:L{:.副委員長並びに委只に|共lし、原案どおり委嘱することについて承認されました。
O平成30年度~31 年度顧問・相談役の委嘱に関する件

本会の顧問並びに相談役に|剥し、原案どおり委嘱することについて承認されま した。
O平成30年度~31年度関係団体への役員派遣に関する件

関係団体等への役只派遣に|射し、原案どおり派遣するこ とについて承認されま した。� 
Oその他

なし

平成30年度第4回理事会・幹事会報告

第4回理事会 ・幹事会が8月6LI (月)、「奈良県宅建会館」にて開催されました。� 

[報 告 事項]

。7月25日現在の会員数について
下記のとおり 報告がありました。

・会員数:885 [正会員(本山):810、準会員(支応):75] 
O平成30年度会費納付状況について

納付率93%との報告がありました。

。 「奈良マラソン2018Jへの協賛について

協賛契約の締結について報告がありました。
。夏季休館について� 

8 月 13 日 ()~J) -8月16日� (木)を休館とする報告がありました。� 
Oその他

本会並びに関係|寸|体等の事業実施状況について報告がありました。� 

[決議事項]
。平成30年度各事業実施に関する件

各委員会より説明があり、各組事業の笑施について、b;l裟どおり承認されました。� 
O会費未納による会員資格の喪失に関する件

平成29年度会町未納による保証協会中央本部への会1-111杭喪失の申前(汗|・1件)について、原案どお
り承認されました。

。全宅連安心 R住宅事業に係る協定書並びに業務委託契約書の締結に関する件
全宅連との協定Ji:等の締結について、原案どおり承認されました。

。倫理規程の一部改正に関する件

全宅連安心R住宅事業への参両に伴う倫理規程の一部改IEについて、原案どおり承認されました。� 
Oその他

・:日山城お城まつりへの出展に|(t 却する今後の取扱いについて、郡山地区卒業と して位世付けのうえ、
諸経費について予算計上して欲しいとの要望がありま した。

・近畿公取における違反処分事例について報告があり ました。

・生駒市が進めている空家流通促進への取組みについて、成約第� 1J Iの報十;.，� 子がありました。� 

-4 -



平成30年度 事業実施状況について� (7月-.，� 10月)

月日 主な会議 ・ 事業等

7 	3 1桓原市違反広告物撤去活動� 
51相談業務正副委員長会議� 
9 1W年部研修会

1 :業務推進委員会� 
1広報啓発委員会� 

11 1宅地建物取引士法定講習会� 
12 1人材育成委員会� 
13 I研修指導委員会� 
20 1総財委員会� 
23 1奈良市違反広告物撤去活動� 
26 1正副会長会� 

8 6 1平成30年度第� 4回理中ー会 ・幹事会
。� |相談業務委員研修会� 

8 1宅地建物取引士法定講習会� 
20 1人材育成委員会� 
28 1業務推進委員会� 
29 1宅地建物取引士法定講習会� 

9 31研修指導委員会� 
10 1宅建業者研修会� 
21 I広報啓発委員会� 
26 I宅地建物取引士法定誹習会� 

10 5 1公取調査員研修会� 
10 1ゴルフクラブ� 
20 I取引士資格試験総括蛇管員打合せ� 
21 1宅地建物取引士資格試験� 
23 1業務推進委員会� 
24 1宅地建物取引士法定講習会� 

10 
ク

26 1総財委員会 ・蛇査会
 
29 I研修指導委員会
 
30 I相談業務正副委員長会議
 
30 1人材育成委員会

内	 手F 

違反広告物撤去
平成30年度卒業実施について
平成30年度税制改正について他
平成30年度事業実施について
平成30年度事業実施について
於:奈良商工会議所参加者 96~，
平成30年度事業実施について
平成30年度事業実施について
平成30i三度事業実施についてl
違反広告物撤去
第4回型~Jì.会 ・幹事会提案事項について
平成30年度事業実施について
於:奈良県宅建会館 参加者� : 19名
於:奈良商工会議所参加者・� 86名
平成30年度事業実施について
平成30年度事業実施について
於-奈良商工会議所 参加者:� 92名
平成30年度事業実施について
於-なら100年会館参加者:82名
平成30年度事業実施について
於.奈良商工会議所 参加者・� : 93名
不動産広告実態調査にかかる研修
太子カントリー倶楽部
最終打合せ、事務用品等引き渡し
於:奈良県立大学、天理大学、平城市校
平成30年度卒業実施について
於:奈良商工会議所

平成30年度上半期決算報告について
平成30年度事業災施について
平成30年度事業実施について
平成30年度事業実施について

平成初年度 今後の事業予定について(11月� -"3月)

7 
9 

主な会談 事業キ!~ 内	 平手日	 日

パソコン講習会業務推進委員会11 	 2 
パソコン講習会業務推進委員会5 
東海方而役員研修旅行(-8日)
パソコン講習会業務推進委員会
不動産広告事前審査12 	 研修指導委員会
平成30年度事業実施について13 	 広報啓発委員会
於:奈良商工会議所� 14 	宅地建物取引士法定講習会
大阪 ・大手前方而17 	 史跡めぐり
不動産広告実態調査19 研修指導委員会
名刺交換会他20 	 青年音� 研修会
パソコン講習会21 	 業務推進委員会
パソコン講習会28 	 業務推進委員会
於.桓原文化会館宅建業者研修会12 	 3 
パソコン誹習会業務推進委只会5 
於:ホテルリガーレ春日好宅建業開業セミナー9 
於� :奈良商工会議所12 	 宅地建物取引士法定講習会
於:奈良商工会議所l 	16 宅地建物取引士法定講習会
於:奈良県宅建会館2 	8 新規宅建業者研修会
於� :奈良商工会議所13 	 宅地建物取引士法定講習会

17 	 不動産消費者セミナー 於:なら100年会館� 
於:奈良商工会議所3 	20 宅地建物取引士法定講習会

15


に
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置尋ta碍[I(凶間宮圃

建物賃借入が利用目的を達することができなかったこ

とについて媒介業者に注意義務違反が認められた事例

(東京地判 平28・3・10 ウエストロー・ジャパン)� 

.))))).)))))凶ぬ>>>・抑))ト.)))):ト.))))ト.)))))・，)))))・ぬ)))・， ・，)))))・um・幻)))・， ， ト.))))ト. .))))))-)))))・ぬ>>>・，)))))・n".・，))))トn>>ト扮))ト.))))ト.)))))・ね)))・》狗沙.)))))・0)))))ゆ))))・.))))ト0)))))・U)))-))))) )))))吟)))ド.)))))・U)) )))))・.))))ト))))-)))))咽.))))ト.))))ド.))))ド.)))))-)))))ゆ))))

介護施設としての利用 を 1~1 1'10 に建物を貨愉 し になる行の説明を受けた。Xは、同年11)1に内装

たところ、検査j丹市[が未交付であったこと等か 工事を完了させるとともに、施設刷業の111 iiriをす

ら、m途変更確認lililtjがで、きず、施設を開設でき るために、Y3を通 じて� Y2に、建物の確認済証

なかったことから、1'i借入が、 11貸人には使川l院 と検校前証の提出を要員ijしたところ、揃i認i斉証は

議させる義務違反、以介業者らには訓究説明義務 あるが、検:rf:i.斉liiEはないとの回答を受けた。同年� 

泣u文がそれぞれあったとして、1111人と媒介業者 12月に� Xは、建築士に調訟を依頼したところ、� 11
に支払前1t料� -工oOJI'代金等の支払いを求めた事案 借部分を介設施設として使用するには川途変更の

において、検査i汚証がないことを型l'山に、同一� 11 確認11 1Rl1iが必要になるが、検査済証がないため現

，1UI'希望者が211イ11的の 'を見送っていたことを女|卜る 状ではその111 111jがで‘きないこと、その対応として、

媒介業者には、その行を賃fft人に説明する義務が 建築基準法上の調査報竹ililJ伎の利川が考えられる

あったとして、その;11j求の一部を認めた事fylj(京 が、建物の現状が建築基準法等に適合しない点が

1)京地裁平成28年� 3) J10日判決一行認容 ウエス あるこ とが指摘された。これを受けて� XはY1に

トロー ・ジャパン)� 対 して、介護施設開業に向けてどのように対応す

るかlul符を求めたところ、Y1は、介設施設とし

1 事案の概要 て使川可能にする義務はない旨回答した。

平成25年� 4月頃、� Y 1 (被fit-例人)は、� A社 平成26年� 3月、� XはY 1.Y 2 1えびY3に対し

が施行した東京都� 81丘1)']の建物� (平成12年築)の� 

11情的舗部分について、� A社の|見l連会社で、ある宅

地建物取引業者Y 2 (被告 ・法人)に対してテナ

ン卜斡旋を依頼していた。一方、介護事業者の� X 

(原作 ・法人)は宅地建物取引業者Y3 (被告 ・

法人)に対して、介護施設用物件の探索を依頼し

ていた。

|司王!三7月、� Y 2 ~えひ‘ Y3 の払げ「によ り 、 Y 1を� 

介手数料、逸'1'1料、11'1川や支払消Qて、内装工事� 

失利採キ?;として、� l位1125万円余の支払いを求め

て本訴を提起し、同年10JJに建物をIYJ波した。� 

2 判決の要旨

裁判所は、次のとおり 判示し、XのY1に対す

る詰求を楽却する一方、Y 2及びY3に対する訂j

求を -j~l )ií?!，容した 。 

ntr人、� 人とする本件処物の賃貸桁契約'，'11'11をX

主された。Xはそが締結され、本件建物がXに引iJ. Y3は、� Xの使川� H的が介護施設であったこと

の前後から内装工事に若手した。同年� 8月に� Xが を認識しており、� Y2から他の介護施設としての

(1) Y 2 及び Y3 の注~ri:義務違反について 

)(所il!; B1

るように指示されたため、同諜を訪問したと ころ、 ない宵を告知するとするとすべて兄送られていた

床間引が100n-lを超える場合には川途変更が必致- ことを lU~llr!Z.していたが、 X にこれを伝えていな 

-6-

'}消防署に訪llijした|緊に、� 建築訪!と協議す 利用目的での照会があった相手先に、検査j斉証が



かったことが認められる。

仲介業者であれば、使川 目的によっては川途変

更確認が必要とな り、その手続きに検査済Nil:が必

要となることは、基本的な知識といえるし、その

知識を欠いていたとしても、� Y2からの情報をも

とに介護施設として使J1Jする ことに疑問を持ち、

その原|大|を調査する義務を11っていたというべき

である。したがって、こ うした|笥符を知り、ある

いは容劫に認識し得たのに、これを併主に桁知し

3 まとめ

本件は、賃借入の使m目的� (介護施設)の達成

が不可能 (もしくは新しく 困難)であることを媒

介業者が認識していたにもかかわらず、これを貨

{!?人に説明しなかったことの注立義務逃J5i.が認め

られた事例である。

一般論としては、建物や建築の専門家ではない

宅建業者には、特段の事・11うがなければ、建物の遵

法性を制托する義務まではないと言われている。

廿希望H1'サでの11'JTJ 11じ使lしかし、本中裟では、|百なかったイ11 1介業者・の委任契約上の2任は否定でき1f

(2

に限られ、逸失利益はこれにmにより支出した白� 

ない。� 

Y2は、� Y3に検査済iiiEがないことを伝えてい

たことは認められるが、そのことを聞いたXがあ

えて契約締結を希望することに疑問を持つのが通

常であ り、少なくとも賃貸借=契約締結の|捺には、� 

Xに直接これを伝え、確認する機会があったこと

から、注12義務を履行したことにはならない。� 

) Y1の債務不履行について� 

XとY1の間に、調査報告制度を利用してJlJ途

変更確認を受けられる状態にY1がしておくこと

の明確な合意があったわけでもなく 、Y1はXに

建物を現状有姿でで、引渡せば足りl、Y1に官¢位位12iI.!務1 

f fあつたとは言認忠められなしい、、。行子カが� 

(3 )知特額について� 

Y2及びY3が賠償すべき損害の範囲は、� Xが

本件建物で介護施設を開業し得ると伝頼したこと

含まれず、また、Xが建築士にill物加l査を依頼し

た以降に支出したものも、同様である。したがっ

て、Y2及びY3の注意義務違反と相当図以|剥係

がある損害は、支払済賃料、仲介手数料、内装工

事費用等4 155万円余となる。

者が、検査i斉証がないことを告げると、悉く賃借

を見送っていたことを媒介業者が認識していた事-

怖があるうえ、これを賃借入に告げなかったこと

に双方の媒介業者の ~tt任が認められることとなっ

た。� 

d弘斡篭彦

手fにず{・訪は、本来エヰ111ただし、用途変更確認� 

する前にXにおいて行わなければな らない手続で

あるから、工事が完了するまでそれを放世したX (ー財)不動産適正取引推進機構 RETIO 

に、上記損害の発生ないし拡大について、一定の No.106号より抜粋

過失があることは否定できず、その過失?司令は、� [推進機構H p] 

r.jp/
o.r.etio

に請求し得る金額は、2909万円余と弁護士山川の (その他多数の判例が紹介されています。) 

一部の計3199万円余となる。� 
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3割とみなすのが相当であり 、XがY2及びY3 http://www
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古都奈良・美守り隊

~違反広告物撤去活動を実施~
 

7 )-J 月) 11111の奈良市述反広告物撤去活動を実施しました。木市助は、奈良地区� -2311 ( 、本年度� 1 1

酋奈良地区の担当役11がメンバーとなって実施しているもので、強い11f~~ しが降り討: ぐ猛暑の'1'、今阿

も前向と同様、� 3 )妊に分かれて� d ilJ、l全般を巡回しました。

li一時に比べ減少傾向にはあるものの、奈良市阿部を中心lこ屯柱へのj!Iり札が多数見受けられました。

今後も定期的に撤去活動を尖施していく予定です。

撤去活動の模様

不動産広告実態調査の実施について� 
fli lJ及び「不動産業における景品知の提供のJ競争規約IF:する公|則「不動産の表示に� l li~ に |期する公正競

争規約Jに基づく不動産広告尖態調査が、来る11 ) J 19日(JJ)に実施致しますので、調査主旨のご型解・

ご協力をJl弘りますよう、宜しくお願い致します。

本調在は、 事前に収集 した数多くの新 I1 H折込 JI~常、 イ ンターネッ ト 広行等の広告-の ' 1' から、 illf ]IJし制J

査をし、その結果、規約違反が判明した卒業者については、� (公社)近畿地区不動産公正取引協議会が

所属同体と緊密な辿挑を取りつつ、述反の内容、主，¥1.支によ って注意 ・幹;IJ・違約金謀徴などの折i丘を行

うとともに、 違反の ~IJ.発防止のため研修会の受講を呼び掛け、不当表示の必正及びrì'J q'i者の保護を図り

ます。

。。




q亙雪之〉
物件登録における所在地3の入力必須化について
近畿レインズでは、不動案取引の適正化及び不動産流通の健全な発展のため、下記のとおり、物件登

録の際における「所在地3 (番地 ・号、部屋番号� )Jの入力が必須となります。� 

1 .必須対象となる項目

近畿圏域の完貨物件における、所在地� 3 (帯地・ 号)、 部屋帯号
 

ll. 対応時期

平成3 1年� l月6日
 

m.売買物件の登録及び在庫検索における所在地3、部屋番号の表示・非表示� 

(1 )検索結果時の表示について

物件情報の登録H寺に、検索結果に所在地� 3や部崖番号を表示させるか選択できる ようにな りま

す。新たに所在地表示、古� 屋番号表示を設け、デフォルトは 「表示しない」となり ます。

物件登録の画面イメージ

15

直主

J l 33喧墾よ」士些二型� 理主� lJ:←瞥i所在地 ・沿穏� 設備 ・竪責主�  図面� !

亡
「

所在地 1 臼


所在地2 t3 


所在地� 3 Q) ~ I(全角のみ)
 

(2

;所在地3表示� l表示しない� T J 


マンション名一


部屋番号 臼 一一 棟番号 「二コ 
  

;部屋番号表示� l表示しない・� !

その他所在地表ぷ

)検索結果の表示、非表示の見分け方について

所在地3、部屋番号が表示される物件には物件検家結よ!-!:一覧に、� アイコンが表示されます。

N. 成約登録時の所在地3、部屋番号の取扱いについて� 

(1 ) 売物件の成約登録について

物件登録時に入力した所在地 3 、音r~屋番サは予め入力された状態で、変更及び削除することは

できません。成約登録時、入力できる項口は成約年月日と成約価絡のみです。� 
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) 	賃貸物件の成約登録について

従来どおり所在地3、音I出番号は物件登録|時に入力した項目は表示されるとともに、変更や削S1

除することも可能です。

成約登録の画面イメージ

震る 且虚約金銭� i 

(2

iデータ種類 紳 物件種別 克ー持

物件種目 中古戸電

月� 14日

一一 年 一 月 一 自信節

うち成約値格j自!賢現 万円

うち成約前価絡消費税 万円

、
ーさ:1';111一一一一一一一一一一一一

所在地� 1 27146 大阪府堺市� ~t窓

所在地� 2 011倒 常錦町lT 

的有:.lti!3、� テスト | 佳角のみJ 
J 

V. 成約事例物件の検索における所在地3、部屋番号の表示� 

(1) 成約売物件の検索について

成約売物件の検索時、 所在地詳細|の表示にチェックを し、 表示される承諾告に承諾した場合の

、部屋帯号が表示されます。3所在地� .:::H，み、 物件詳細画而及び物件概要''

' .

成約事例検索の画面イメージ
軍属置薗iI

園趨蹴=・ー	
R即 色剖皐ミ，"tlln 1Ill1fる.:u .;.t T巧， P市町九・可C ~包".._賓と'M"，

ー蹟摘 匡互=:3@!豆コ� 
ヂー姐甑合 書受・館側�  0政Z事5鵬 子一台趨 仁二3

‘.".・，， ~刷出...・附開帥・刷..，.・・\... ，U・.1...lt:~.'‘"1<・ ‘
...，‘B・J .，， ~‘( 眠.. ..".も，τω. . .tft3:・岨.0<..ω・‘JU.C.z:.，o咽.. ・....可~. ..tt" "
副司副S世間判H・~，....， Va:・明可~r:，oJe， t.

-・偏，，_.......‘ζι胃、?‘u、 ..民"'"官・・・ι~)ò.t'_.t"曹司~'. 

. L・・・・3咽'"‘"内玄" '13・~ aJIII)"・‘...・..削除-.-二‘，.1;・司B・ .・h 

‘'制亀0・淀川畑・・‘"'.，.・...・も、.，!I-4.(A;.Il¥f骨・_"す'""叫・-.・.. "・，.，� 
‘'>. :Cll("宮市.定組組"

'ム

耕倒1 日 縄問自ト! 日 物略目ト2 巴

nua

場前副2 臼 始時日2・1 臼 榊翻�  2・2 巴� 時.....，..."・..� .‘....， .. ..・.:.rf'"‘・・_
l .!A.. 
I ....~咽闘』見暢司令‘1'， Qh貯旬"‘.，....e・� "、鋪・� 

H".8'、・Aτ.11< t'l)lJ秒、時布 ・.... 
I!l旦!;.~吉~t;，'!!.2三~主主忠則'竺怨と主旦~~，~酬・哩" 

a・� ... ¥i". cn.
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くEMSク客〉
 
)物件検索結果一覧(成約)について(2

所在地詳k:!11の表示に承諾をして検索実行した場合、物件検索結果-~~tこ 、 国アイコンが表示

されます。� 

) 所在地3、部屋番号の検索数の上限について

成約情報の所在地詳細情報を1nに閲覧できる回数に上|出を設けます。� l日の表示可能件数は

レインズの稼働時間(午前71時~午後11時)の問に物件詳細|、 物件概要告:のそれぞれで� 500

件を上限とします。

承諾t:てに承諾し、 アイコンが表示された成約物件の詳細を表示したときのみカウントされ、

日をまたぐことでカウントはリセッ トされます。

物件検索結果一覧(成約)のイメ ージ

(3

‘山
車買込.伶=
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VI. 31 12 27月平成� 年� 日までに登録されている物件の扱いについて 	  

(2

(1) 成約売物件の検索対象について

平成30年12月27日までに成約登録された売物件で所在地3、部屋番号が入力されている物件は

平成30年� l月6日以降、成約事例検索時に所在地詳細の表示対象となります。� 

)	平成30年12月27日以前に登録 した物件の取り扱いについて

平成31年1月6日以降に変更登録や再登録を行う際は物件登録時に所在地3、部屋番号が入力

されていない場合でも、入力必須項目となります。� 

鹿島甥り・主権

慮"・稽・
ま匁甑"

"'"圃'd単価

1.即完伺� 

2i . I~'" 
C.I方円� 

ー.0方向� 

克白 信考

・哩鋪足
間"
値遍貌mr.

an画
庫高画面

開田富

思自 ・� 
盛ベt噂� 

審議事 画量寄It. 図企法
信径轟".� 鍵多‘IJ~ス・'11事歩' 錨地盤

llt工� ー方/
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ωz 司自E記
!001 ヰヲ島管必関商

能持分11 自.~!世よ -U: UII/U/tS 
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'Eム'a 



益湖毎笹� 

WEB研修動画配信のご案内

全宅保証では、宅地建物取引士及び宅地建物取引業従事者等に対する知識の向上及び宅地建物取引に

おける紛争の未然防止を図るため、業務上参考となる研修川動画を配信しています。

なお、 ご利用いただくには、ログイン� 1Dとパスワードの設定が必要となります。

〔研修内容〕

[宅建業法、改正に関する講義動画]

「既存住宅取引における宅建業者の業務のポイント� (その� 1)J 
「既存住宅取引における宅建業者の業務のポイン ト� (その� 2)J

{判例事例に関する講義動画]

「平成28年度 判例 (事例� 1)?'CJ~í と f l~抗の問題点」

「平成28年度 判例 (事例� 2)完r:i仲介における周辺環境の説明義務」

「平成28年度 判例� (事例� 3)中柴田的建物賃貸借仲介の注立点」

「平成29年度 判例 (事例� 1)住宅ローン特約に関する助言を怠ったイ'1介業者の責任J1

「平成29年度 判例 (事例2)暇抗・重要事項説明義務の問題点」

「平成29年度 判例� (司I例3 )高齢者と不動産売買の注12点」

「平成29年度 判例� (事例� 4 )定期建物賃貸借契約における特約に基づく賃貸人からの中途解約の問題点」� 

Web研修動画ホームページ
 

http:// ./ / s .
www.hosyo.orjpjigyokenhuphp 

奈良地区、壱岐の島研修旅行を終えて� 

7月に予定していたツアーは台)!iRによ り中止にな� ‘ ...... 

りましたが、 9 月 5 日は IIj~;-天となり 20名の会員が新

大阪駅に集まり 新幹線にて，'1'1発できました。� 

|噂多港より約� 21時間の船旅で玄界灘にある壱岐の� 

!誌に到着。島の歴史は古く貌志倭人伝に登場する「一

支国jの王都跡出土品の展示館を見学。波で掘られ

た猿の横顔似の岩や東洋一と言・われた砲台跡、海中

に安世された満潮時に海へ姿を消すめずらしい「は

らほげ地蔵Jなどを見学、壱岐焼酎工場での試飲等

を楽しみました。

短いl時間の中ではありましたが、ベテランパスガ

イドさんのおかげで参加された会員様においては充

実した壱岐の旅を過ごせたと思います。

円
ノ
臼

唱 

ム
l

www.hosyo.orjpjigyokenhuphp
http://.//s


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

く車関~箆>
西奈良地喜信州ドライブ霧ケ峰~車山

本格的な夏を迎える� 7月3日、� H晴青天のなカか、t〉 り三え抄� iill'長

2日目に雨が| 日目と2 it:降峰るとのことでで、� l 1111の行主私松をそのまま入れ替えることとなりました。アルプ

スの稜線の見どころビーナスラインで議ヶ峰山似へ、車山ではリフトで山頂まで遠望、360度のパンラ

マから南アルプス八ヶ品ーそして富士山のすそのを見ることが出来ました。

宿泊先は、日本のホテル1 00選に選ばれる上諏訪j14泉ホテル浜の弘です。

部屋からは諏訪湖が一望でき 、ワカサギの天ぷら、:!..-f:

野牛、釜めしを棋能しながらの宴会ではさらに会11キII1i・-

の親i陸を深めることカ{J''''来ました。� 

2ド|目は、諏訪大相:で'4本の御柱を梓制し、11則多忙

な持株も心が癒されておられました。

昼食は鰻のひつまぶし、付きだしのいなごの1111:f.i:も美 

l床しく頂きました。

持様のご理解とご協力のおかげで4!!f:事地l.x:旅行を終
える司Eができました。

残念ながら今luJ不参加の方々も次回は必非ご一緒で

きればと思います。

桜井地区、石和温泉� 1泊2日の旅� 
今年も 1 4名の参加を科て石和� (いさわ)jilt品への税|出旅行の旅に山ました。� 

111日は日本一の渓作美ともいわれる封イ1峡に立寄り 、花柄岩の断崖やii1i'流を楽しませても らいま した。111

特で美μホテルふじ」会設された大きな旅館 「111:温泉へ。今回は脳外プールも� 11その後、目的地の:ri手

l床しい料理に舌鼓を打ち、ゆっくりと温泉に以かり語らうことができました。� 

211日は山中湖]UJ:j:をI P :窓に白糸の滝へ。山さ20 m、111日� 

200 mにおよぶ計lli:から流れ出る富士山の湖水はまさに

民巻そのもの。美しい沌とその音に呑まれると体も到も

スッキリとした!惑'.it iIりました。にlii

その後は「焼津さかなセンタ-Jで美味しい海陀物の 


お土産を l~l い帰路へ。 会只みな何事も無く、 f， ..1青知妹恨!!慨附!既呪ヤ引 

い二LlIIl問日川1]を過ごご、させて'Jriきました。

年に一度の税|佳旅行ですが、途絶すことなく続けてい

きたいと 思います。� 

・
�
 

高田地区地区コルフコンペを聞く

去る� 9月26日水l曜日に会員親睦ゴルフコン

ペを、大淀町の奈良ロイヤルゴルフクラブにて� 

IJHim致しました。 参加者は23 ~古でした。

日頃の練習の成県を披露すべくスタートし

ましたが、雨には敵わずやむな くハーフで断念

しました。

表彰及び懇親会では� IJ々 の商売やゴルフ談

義に花がl咲き 、和やかな芥凶気の中無事に終了

致しました。� 

-Eq
JA

 



会報」を年4回� (総会号・秋爽号 ・新年号・

枚"をお待ちして

広報啓発委員会からのお知5せ

~表紙の写真を募集します~


広報啓発委員会では、広報誌の「奈良宅建

早春号)発行してお り、この度、 表紙に使用する写真を募集することになり ました。

下記の募集要項となっておりますので、あなたの"と っておきの� 1

おります。

く応募要項>

写真のテーマ

新年号� (12月下旬発刊)表紙� (季節にあった風景等)

規定

写真サイズは縦長とし、カラ ーの画像 データのみ受付� (ネガ ・ポジフ ィルム不可)

応募作品は未発表・未公開で、応募者本人が撤彩したオリジナル作品に限ります。

作品の送付先

く〉メールで応募する場合 


メールアドレス� :info@ nara-takken.or.jp 


く〉郵送で応募する場合 


干630-8133 奈良市大安寺6丁目20-3 


(公社)奈良県宅地建物取引業協会 事務局 「広報誌表紙写真」係 


※応募の際、商号 ・お名前 ー連絡先 ・撮影場所等を明記の上、お送り下さい。なお、郵送で応募する

場合は、USBメモリ等の記憶媒体をお返ししますので、返信用封筒� (宛先明記 田切手貼付)を同

封願います。

締切り� 

12月6日 (木)

作品の取扱い・注意

①個人が特定される被写体はご遠慮下さい。

②応募に伴い発生した費用は、すべて応募者の負担とし、採用された作品の著作権は

奈良県宅建協会に帰属 します。

③採用不採j刊の決定は、広報啓発委員会で行います。保用不採用の結果は、発刊 され

た会報でご確認下さい。また、応募作品に採用できる作品が無かった場合は、応募

外の写真を掲載します。� 

い合わせ下さい。11ご不明な点がござし、ましたら、 事務局まで、おr.

電話� :0742 -61-4528 

http:nara-takken.or.jp



